
卸売市場法施行規則第 17 条第 3 項に掲げる添付書類 

 

【開設者に関する書類】 

・業務規程 

・定款 

・登記事項証明書 

・役員名簿及び役員の履歴書 

・卸売市場法第 14条において準用する法第５条第２号から第４号までに掲げる者（欠格

事由）に該当しないことを誓約する書面 

・卸売市場の施設の配置図 

・卸売市場法第 13条第５項第４号イ及びロ（売買取引の方法及び支払期日、方法）に掲

げる方法が公表されていることを証する書類 

 

【卸売業者に関する書類】 

・定款 

・登記事項証明書 

・役員名簿 

※以下、卸売業者が個人の場合 

・戸籍抄本 

・直近事業年度の事業報告書 

 

【開設者が地方公共団体の場合】 

・直近年度の運営状況報告書 

 

【業務規程にその他の遵守事項を定めている場合】 

・取引参加者の意見を聴いたことを証する取締役会議事録等 

・当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていることを証する書類 


